
26.3.7版
問い 回答

1 機械・備品
　事業終了後の機械・備品のリース・レンタ
ル料の負担はどうなりますか。

  本事業の期間は２年間であることから、この期間を超える耐用年数を有する機械・備品については、購入で
はなく、リース・レンタル方式による導入を原則としています。この場合のリース期間については、事業期間終
了後も引き続き研究に使用されることを前提に、耐用年数で契約されることを想定しています。この場合、事
業期間終了後のリース・レンタル費用は自己負担になります。
  その機械を事業期間の２年間しか研究に使用しないのであれば、２年間のリース・レンタル契約で提案され
ても構いませんが、審査基準に「研究期間終了後においても、研究成果の実証や改良を行うなどの継続的な
研究を行えるのか」という項目が設定されていることにご留意下さい。
  また、特段の理由により、リース・レンタル方式による導入ができず、購入する計画とした場合には、購入と
しなければならない理由を提案書に明記していただく必要がありますが、研究上の必要性や経費の妥当性に
ついては厳格に審査を行うこととしています。

2 特許
　特許に係る費用は計上できますか。計上
できる場合の費目は何ですか。

　必要な特許関連費用は計上できます。なお、提案書には、「その他必要に応じて計上可能な経費」に計上し
て下さい。

3 ｅ－ｒａｄ登録
　ｅ－ｒａｄ登録は、応募段階で全構成員が行
う必要がありますか。

　応募段階では、応募者(代表機関・研究代表者）が登録されていれば構いません。採択がされたら速やか
に、委託費の配分を受ける構成員の登録をお願いします。

4 試作品 　試作品とは何ですか。

　試作品とは、研究目標達成のために試験的に製作される、市販されている既存の機械・施設とは明らかに
構造、性能等が異なる機械や仮設物であり、当該試作品そのものが研究要素となるものを指します。
　既存の機械・施設に単純に市販の部品や付加的設備を追加設置するなど特に研究要素の認められないも
のは、単なる改造であり、試作品には該当しません。

5 試作費
　提案書に別途必要な試作に係る資料はど
のような資料を提出したらいいですか。

　機械の試作や仮設物に係る費用について、応募要領１０の(1)の「委託経費の対象となる経費」（一般管理
費、消費税等相当額を含む。）の費目毎に計上して下さい。また、その積算の根拠となる資料についても添付
して下さい。
　なお、試作品の材料となる１０万円以上の機械・備品については、消耗品になりますが、試作経費に係る内
訳では「機械・備品費」に計上して下さい。

6 利益排除
　農業機械メーカー等が構成員となって参
画した場合、他構成員への機械の提供に係
る費用はどうすればいいですか。

　委託研究費がその構成員の直接的な利益になることは認められません。構成員たる農業機械メーカー等
は、利益を含まない額で貸し出すか、改造等が必要な場合は原価に必要な経費を加えた額を計上して下さ
い。

7 再委託 再委託と外注の違いは何ですか。
　再委託とは研究要素のある業務を外部に発注することであり、研究要素のない業務の発注については外注
として扱います。

8 財務状況
　大学の場合、財務状況の該当項目を記載
できませんが記載する必要はありますか。

　委託先としての適正を確認する必要があることから、該当項目の数字が記載できない場合は、それに準じ
た内容を記載されるようお願いします。

9 一般管理費
　一般管理費は試験研究費の１５％以内と
なっていますが、これはコンソーシアムの構
成員単位で設定することが必要ですか。

　コンソーシアム全体で１５％以内です。コンソーシアム全体の１５％の内数で、必要な経費であれば、構成員
によっては１５％を超えることがあっても構いません。　なお、「一般管理費」は、競争的資金の「間接経費」と
は異なり、本委託事業に必要な管理経費に限定されますので、ご注意下さい。
  また、「研究管理運営機関」を設置する場合、当該機関の経費は「直接経費」で計上できます。

10
試作費・一般
管理費

  提案書の様式２－１の１１（１）各年度別経
費内訳には、（４）の試作品等が含まれてい
ませんが、試作品等に係る一般管理費は計
上できないのですか。

　「（４）試作品等に係る経費」については、公募要領１０の（１）「委託経費の対象となる経費」に従って記載し
て下さい。この場合、試作に係る人件費、消耗品費、雑役務費などの直接経費のほか、「一般管理費」、「消
費税等相当額」を積算したものを記載してください。
　なお、提案書においては「（４）試作品等に係る経費」は「（１）各年度別経費内訳」とは区別して計上していた
だきますが、契約書においては各費目ごとに合算しますので、ご留意下さい。
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